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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

Ⅰ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制についての決議内容の概要

　当社は、取締役会において上記体制につき、次のとおり決議しております。

　当社は、グループ理念「Asahi Group Philosophy」に定める「期待を超えるおいしさ、楽
しい生活文化の創造」を実現するため、
・会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び当社の子会社（以下「グループ会社」とい

う。）の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業
務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という。）の整備に関する基本
方針を以下のとおり定める。

・代表取締役は本決議に基づく内部統制システムの整備に関する最高責任を負い、各担当役員
をして所管組織を通じた本基本方針に基づく必要な当社又はアサヒグループ全体に適用され
る社内規定の整備、運用を徹底せしめるものとする。

・本基本方針と当社又はアサヒグループ全体に適用される社内規定を状況変化に応じて適宜見
直すことにより、内部統制システムの実効性の維持向上を図る。

(１) 当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制

①「Asahi Group Philosophy」に定める「すべてのステークホルダーとの共創による企業
価値向上」を図るため、「アサヒグループ行動規範」を定め、取締役、監査役及び使用人
はこれを遵守する。

②「コンプライアンス委員会」を設置し、「アサヒグループ倫理・コンプライアンス基本規
程」に基づき、アサヒグループのコンプライアンスを統括する。

③アサヒグループのコンプライアンスは当社の担当役員が所轄し、当該事務は当社の法務を
担当する組織が行う。

④当社及びグループ会社にコンプライアンスに係る推進責任者を配置し、事業活動のあらゆ
る局面でコンプライアンスを最優先させるための取り組みを行う。

⑤「クリーン・ライン制度」をはじめとする内部通報制度を国内外に設ける。
⑥購買先を対象に、公平・公正な取引や社会的責任に対する相互の取り組みを定める「アサ

ヒグループグローバルプロキュアメント規程」を定め、必要に応じてその違反を通報でき
る制度を設ける。これらの購買先への周知を図ることにより、購買先と一体となった内部
統制システムの構築を進める。

⑦反社会的勢力の排除のため、情報をアサヒグループ内で共有し、対応に関する体制を整備
する。また、業界・地域社会で協力し、警察等の外部専門機関と緊密な連携を取る。

⑧上記諸機関・制度の運用の細目は、別途定める当社又はアサヒグループ全体に適用される
社内規定による。
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

(２) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務の執行に係る情報につき、「文書管理規程」その他当社又はアサヒグループ

全体に適用される社内規定に従い、適切に保存及び管理を行う。
②上記の情報の保存及び管理は、当該情報を取締役・監査役が常時閲覧できる状態で行う。
③上記の情報の保存及び管理の事務の所轄は、当社又はアサヒグループ全体に適用される社

内規定に従う。

(３) アサヒグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①「アサヒグループリスクマネジメント規程」において、リスク管理を経営の中核と位置付

け、継続的に実践する。
②リスク管理は当該分野の所管組織が行うほか、「リスクマネジメント委員会」を設置し、

アサヒグループ全体の横断的な重要リスクを特定・評価のうえ、対応策を策定する。
③品質リスクについては、食品製造グループとしての商品の安全・安心の確保という社会的

責任を認識し、十分な管理体制を構築する。
④大規模な事故、災害、不祥事等が発生したときは、代表取締役社長を本部長とする「緊急

事態対策本部」を設置する。

(４) 当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制

①取締役の職務の効率性を確保するため、「取締役会」において取締役の合理的な職務分掌
を定める。

②権限委譲と組織間・グループ会社間の相互牽制機能を備えた「権限規程」及び「アサヒグ
ループ権限規程」を定める。

③当社の社内取締役及び常勤監査役を構成員とする「経営戦略会議」において、アサヒグル
ープの経営戦略の策定及び進捗管理を行うなど、その有効な活用を図る。

④業務効率の最大化にあたっては、客観的で合理性のある経営管理指標等を用い、統一的な
進捗管理・評価を行う。

⑤資金を効率的に活用するため、当社とグループ会社との間でグローバルキャッシュマネジ
メントシステムを導入する。

(５) アサヒグループにおける業務の適正を確保するための体制
①リスク管理、コンプライアンス、危機管理体制その他内部統制システムに必要な制度は、

アサヒグループ全体を横断的に対象とするものとし、当社が持株会社として、グループ会
社の自律性を尊重しつつ、内部統制システムの構築及び運用を支援し、個別の状況に応じ
てその管理にあたる。

②当社の内部監査を担当する組織は、アサヒグループ内設置の内部監査を担当する組織と連
携し、直接的又は間接的なグループ会社の監査を通じて、アサヒグループの内部統制シス
テム及び事務規律の状況を把握・評価するとともに、グループ会社の財務報告に係る内部
統制評価及び報告を行う。

③グループ会社の事業活動に係る決裁権限は、「アサヒグループ権限規程」による。
④グループ会社は、「経営戦略会議」において、リスク情報を含めた業務執行状況の報告を

四半期に１回以上行う。
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

(６) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項

　「監査役会」に監査役会付の使用人を配置し、監査役の業務を補助させるものとする。

(７) 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関す
る事項

①前号に定める監査役会付の使用人は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合は、
その命令に関して取締役、使用人の指揮命令を受けない。

②前号に定める監査役会付の使用人の発令・異動・考課・懲戒にあたっては、事前に監査役
の同意を得るものとする。

(８) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
①取締役及び使用人は、内部統制システムに関する事項について監査役に対し定期的に、ま

た、重要事項が生じた場合は都度報告するものとし、監査役は必要に応じて取締役及び使
用人（グループ会社を含む。）に対して報告を求めることができる。

②取締役は、監査役が「取締役会」のほか「経営戦略会議」「リスクマネジメント委員会」
「コンプライアンス委員会」等の重要な機関等の協議の場に常時出席する機会を確保する
ものとし、また、その議題内容につき事前に提示を行う。

③監査役は、重要な議事録、決裁書類等を常時閲覧できるものとする。

(９) グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の
監査役に報告するための体制

①グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、内部統
制システムに関する事項について当社の監査役に対し定期的に、また、重要事項が生じた
場合は都度報告するものとし、当社の監査役は必要に応じてグループ会社の取締役及び使
用人に対して報告を求めることができる。

②当社又はグループ会社の内部監査を担当する組織は当社の監査役に対し、グループ会社の
内部監査結果を遅滞なく報告する。

③「クリーン・ライン制度」による通報窓口として、当社監査役への通報窓口を設けるとと
もに、他の通報窓口に通報された情報は、当社の監査役に報告するものとする。

④前号及び本号に定める監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取
扱いを受けることを禁止する。

(10) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役の職務の執行について生ずる費用を支弁するため、あらかじめ一定額の予算を確保
し、監査役会又は常勤監査役からの請求に応じ、監査役の職務の執行について生ずる費用の前
払若しくは償還又は債務の処理を行う。

(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　取締役は、監査の実効性を確保するため、監査役が内部監査を担当する組織及び会計監査人
と定期的に情報・意見を交換する機会を確保する。
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(１) 内部統制システム全般
①当社及びグループ会社の内部統制システムを整備・運用し、内部統制の目標を効果的に達

成するため、当社の内部監査を担当する組織とアサヒグループ内設置の内部監査を担当す
る組織が連携して、年間の監査計画に基づいて業務執行が適正かつ効率的に行われている
かを監査しております。

②財務報告に係る内部統制については、当社の内部統制評価を担当する組織とアサヒグルー
プ内設置の内部統制評価を担当する組織が連携して、「財務報告に係る内部統制の評価及
び報告に関する基本規程」に基づきグループ会社の内部統制評価を実施しております。

(２) コンプライアンス体制
①「アサヒグループ行動規範」を定め、その周知・徹底を図っております。
②当社及びグループ会社にコンプライアンスに係る推進責任者を配置し、職制に応じた教育

を通じて、コンプライアンスの啓発を推進しております。
③当社及びグループ会社の使用人等に対して、「コンプライアンスサーベイ」を実施し、コ

ンプライアンスに関する意識・行動等、当社及びグループ会社の実態を多面的かつ多層的
に調査しております。

④「クリーン・ライン制度」によって、問題の早期発見とその解決措置、問題の発生自体の
牽制に効果を上げております。

(３) リスク管理体制
①アサヒグループ全体を対象に、エンタープライズリスクマネジメント（ERM）を導入して

おります。
②アサヒグループ各社は、事業目標の達成を阻害し得る重大リスクを、戦略、オペレーショ

ンなどすべての領域から特定及び評価、対応計画を策定し、その実行及びモニタリングを
継続的に実施しております。アサヒグループ各社は、その取組内容を当社「リスクマネジ
メント委員会」に報告し、同委員会はそれらをモニタリングするとともに、委員自らがグ
ループ全体の重大リスクを特定、評価、対応計画を策定し、その実行及びモニタリングを
しております。また、これらの取り組みの実効性を確認するため、取締役会に報告してお
ります。

③大規模な事故、災害、不祥事等が発生したときは、代表取締役社長を本部長とする「緊急
事態対策本部」を設置して対応する危機管理体制を構築しております。
平常時のリスクマネジメントにおいては、顕在化した際に即時対応を要するリスクを抽出
し、その影響度と必要な対応を想定する「リスクシナリオアプローチ」により、起こり得
る危機に備えております。また、危機発生時に必要な初動体制、対応主体、情報ラインを
あらかじめ定め、実際の危機発生時にはクライシスマネジメントへ寸断なく移行、速やか
に、混乱なく、的確に対応できる体制をグローバルに構築しております。
さらに、事業継続に影響を及ぼす災害等に対しては、事業継続計画（BCP）を定め、速や
かに業務復旧できる体制を整備しております。
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(４) グループ会社の経営管理
①グループ会社の経営管理につきましては、「アサヒグループ権限規程」に基づき、グルー

プ会社の業務執行について重要度に応じて、当社の「取締役会」の決議又は当社の取締役
若しくは主管組織の責任者の決裁を受ける体制を整備しております。

②「経営戦略会議」において、毎月１回主要なグループ会社から業務執行状況の報告を受け
ております。

(５) 取締役の職務執行
　取締役の職務の効率性を確保するため、「取締役会」において業務の分担を受けた取締役
が、３か月に１回業務執行状況の報告を行っております。

(６) 監査役の職務執行
①監査役は、「取締役会」のほか「経営戦略会議」「リスクマネジメント委員会」「コンプ

ライアンス委員会」等の重要な機関等の協議の場への出席や、取締役や使用人等からの報
告を受け、内部統制システムの整備・運用状況を確認しております。

②監査役は、内部監査を担当する組織、会計監査人等と定期的又は随時に情報・意見を交換
する場を設けることにより、監査の実効性の向上を図っております。2023年度は、内部
監査を担当する組織と11回、会計監査人と20回、それぞれ情報・意見を交換する場を設
けました。また、主要なグループ会社の監査役とは原則として毎月、情報・意見を交換す
る場を設けております。

③「監査役会」に監査役会付のスタッフを４名配置し、監査役及び監査役会の業務が円滑に
遂行できる体制にしております。
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当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

Ⅱ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基
本方針

(１) 基本方針の内容
　当社では、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とは、アサヒグループの企業価
値の源泉である“魅力ある商品づくり”“品質・ものづくりへのこだわり”“お客様へ感動をお届
けする活動”や有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、その他アサヒグルー
プの企業価値を構成する事項等、さまざまな事項を適切に把握したうえで、当社が企業価値
ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者でな
ければならないと考えています。
　当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、当社取締役会の賛同を得ずに行われ
る、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値ひいては株主共同の利益に資するもので
あれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う
買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきもの
と考えています。
　しかしながら、株式の大量買付のなかには、その目的等から見て企業価値ひいては株主共
同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれが
あるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは
対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会
社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とする
ものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありませ
ん。
　このように当社株式の大量買付を行う者が、アサヒグループの企業価値の源泉を理解し、
中長期的に確保し、向上させられる者でなければ、アサヒグループの企業価値ひいては株主
共同の利益は毀損されることになります。
　そこで当社は、このような大量買付に対しては、アサヒグループの企業価値ひいては株主
共同の利益を守る必要があると考えています。

(２) 基本方針実現のための取り組み
①基本方針の実現に資する特別な取り組み

　当社では、グループの使命やありたい姿に加え、受け継がれてきた大切にする価値観と
ステークホルダーに対する行動指針・約束を掲げたグループ理念「Asahi Group 
Philosophy」を制定するとともに、「Asahi Group Philosophy」の実現を目指した『中
長期経営方針』を策定し、これらに基づく取り組みをグループ全体で行ってまいります。
　こうした経営方針を設定し実行していくことが、経営戦略の柔軟性を担保するととも
に、「エンゲージメント・アジェンダ（建設的な対話の議題）」としてステークホルダー
との対話を深め、持続的な企業価値の向上ひいては株主共同の利益の確保につながるもの
であると考え、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図っています。
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当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

②基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ
とを防止するための取り組み
　当社は、大量取得行為を行おうとする者に対しては、大量取得行為の是非を株主の皆様
が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見
等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社
法その他関係法令の定めるところに従い、適切な措置を講じてまいります。

(３) 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
　前記(２)①に記載した各取り組みは、前記(１)記載の基本方針に従い、当社を始めとするア
サヒグループの企業価値ひいては株主共同の利益に沿うものであり、当社の会社役員の地位
の維持を目的とするものではありません。
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連結持分変動計算書

連結持分変動計算書（2023年１月１日から2023年12月31日まで）

区　分

親会社の所有者に帰属する持分

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式

その他の資本の構成要素
その他の包括利
益を通じて公正
価値で測定され
る金融商品への
投資の公正価値
の 変 動

確 定 給 付
制度に係る
再 測 定

当 期 首 残 高 220,044 161,793 1,165,542 △1,178 35,667 －
当 期 包 括 利 益
当 期 利 益 164,073
そ の 他 の 包 括 利 益 13,370 10,626

当 期 包 括 利 益 合 計 － － 164,073 － 13,370 10,626
非 金 融 資 産 等 へ の 振 替
所 有 者 と の 取 引
剰 余 金 の 配 当 △57,762
自 己 株 式 の 取 得 △25
自 己 株 式 の 処 分 0 13
企 業 結 合 に よ る 変 動
株 式 報 酬 取 引 74
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 10,578 48 △10,626
そ の 他 の 増 減

所有者からの拠出及び所有者への分配合計 － 74 △47,183 △12 48 △10,626
所 有 者 と の 取 引 合 計 － 74 △47,183 △12 48 △10,626
当 期 末 残 高 220,044 161,867 1,282,432 △1,190 49,086 －

区　分

親会社の所有者に帰属する持分

非 支 配
持 分 資 本 合 計

その他の資本の構成要素 親 会 社 の
所 有 者 に
帰 属 す る
持 分 合 計

キャッシュ・
フ ロ ー ・
ヘ ッ ジ

ヘ ッ ジ
コ ス ト

在 外 営 業
活 動 体 の
換 算 差 額

そ の 他 の
資 本 の
構 成 要 素
合 計

当 期 首 残 高 2,577 △478 476,765 514,532 2,060,734 2,210 2,062,945
当 期 包 括 利 益
当 期 利 益 － 164,073 1,957 166,031
そ の 他 の 包 括 利 益 △1,600 53 271,742 294,192 294,192 281 294,473

当 期 包 括 利 益 合 計 △1,600 53 271,742 294,192 458,266 2,238 460,504
非 金 融 資 産 等 へ の 振 替 △752 △752 △752 － △752
所 有 者 と の 取 引
剰 余 金 の 配 当 － △57,762 △16 △57,779
自 己 株 式 の 取 得 － △25 △25
自 己 株 式 の 処 分 － 13 13
企 業 結 合 に よ る 変 動 － － 800 800
株 式 報 酬 取 引 － 74 74
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 △10,578 － －
そ の 他 の 増 減 － － 0 0

所有者からの拠出及び所有者への分配合計 － － － △10,578 △57,700 784 △56,916
所 有 者 と の 取 引 合 計 － － － △10,578 △57,700 784 △56,916
当 期 末 残 高 224 △425 748,508 797,393 2,460,548 5,233 2,465,781

(単位：百万円)
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連結注記表

連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
⑴連結計算書類の作成基準

当社及び当社の子会社（以下、総称して「当社グループ」といいます。）の連結計算書類は、会社計
算規則第120条第１項の規定に基づき国際会計基準（以下「IFRS」といいます。）に準拠して作成し
ております。なお、同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しております。

⑵連結の範囲に関する事項
連結子会社の数　199社

主要な連結子会社は、「事業報告」の「Ⅵその他 アサヒグループの状況　４ 主要な拠点及び重要
な子会社の状況」に記載のとおりであります。
なお、当連結会計年度において、新規設立により３社を新たに連結の範囲に含め、一方、共同株式
移転に伴う親会社変更により３社、清算により９社を連結の範囲から除外したことにより、９社減
少しております。

⑶持分法の適用に関する事項
持分法適用会社の数　32社

主要な持分法適用の関連会社は、ダイナミックベンディングネットワーク株式会社、アサヒビジネ
スソリューションズ株式会社、深圳青島啤酒朝日有限公司、株式会社アサヒビールコミュニケーシ
ョンズであります。

⑷会計方針に関する事項
①金融資産

(ⅰ)当初認識及び測定
当社グループは、契約の当事者となった時点で金融資産を認識しております。通常の方法で売
買される金融資産は取引日に認識しております。金融資産は事後に償却原価で測定される金融
資産又は公正価値で測定される金融資産に分類しております。
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産は公正価値で当初認識しております。その他の
包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産及び償却原価で測定される金融資産は、取得
に直接起因する取引コストを公正価値に加算した金額で当初認識しております。ただし、重大
な金融要素を含んでいない営業債権は取引価格で当初認識しております。

⒜償却原価で測定される金融資産
当社グループの事業モデルの目的が契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を
保有すること、また、契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみである
キャッシュ・フローが特定の日に生じるという条件がともに満たされる場合にのみ、償却
原価で測定される金融資産に分類しております。

⒝公正価値で測定される金融資産
上記の２つの条件のいずれかが満たされない場合は公正価値で測定される金融資産に分類
されます。
当社グループは、公正価値で測定される金融資産については、純損益を通じて公正価値で
測定しなければならない売買目的で保有する資本性金融商品を除き、個々の金融商品ごと
に、その他の包括利益を通じて公正価値で測定するという取消不能の指定を行うかを決定
しております。指定を行わなかった資本性金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定し
ております。
デリバティブについては「⑪デリバティブ及びヘッジ会計」に記載しております。
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連結注記表

(ⅱ)事後測定
金融資産は、それぞれの分類に応じて以下のとおり事後測定しております。

⒜償却原価で測定される金融資産
実効金利法による償却原価で測定しております。

⒝公正価値で測定される金融資産
期末日における公正価値で測定しております。
公正価値の変動額は、金融資産の分類に応じて純損益又はその他の包括利益で認識してお
ります。
なお、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると指定された資本性金融商品から生
じる受取配当金については純損益で認識し、公正価値が著しく下落した場合又は処分を行
った場合は、その他の包括利益累計額を利益剰余金に振り替えております。

(ⅲ)認識の中止
金融資産は、投資からのキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利が消滅したとき又は当該
投資が譲渡され、当社グループが所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転したと
きに認識を中止します。

(ⅳ)金融資産の減損
当社グループは、償却原価で測定される金融資産の回収可能性に関し、期末日ごとに予想信用
損失の見積りを行っております。
当初認識後に信用リスクが著しく増大していない金融商品については、12か月以内の予想信
用損失を損失評価引当金として認識しております。当初認識後に信用リスクが著しく増大して
いる金融商品については、全期間の予想信用損失を損失評価引当金として認識しております。
ただし、営業債権については、常に全期間の予想信用損失で損失評価引当金を測定しておりま
す。
信用リスクが著しく増大している金融資産のうち、減損している客観的証拠がある金融資産に
ついては、帳簿価額から損失評価引当金を控除した純額に実効金利を乗じて利息収益を測定し
ております。
金融資産の全部又は一部について回収ができず、又は回収が極めて困難であると判断された場
合には債務不履行と判断しております。
減損の客観的な証拠が存在するかどうかを判断する場合に当社グループが用いる要件には以下
のものがあります。

・発行体又は債務者の重大な財政的困難
・利息又は元本の支払不履行又は延滞などの契約違反
・借手の財政的困難に関連した経済的又は法的な理由による、そうでなければ当社グループ

が考えないような、借手への譲歩の供与
・借手が破産又は他の財務的再編成に陥る可能性が高くなったこと
・当該金融資産についての活発な市場が財政的困難により消滅したこと

金融資産の全体又は一部を回収するという合理的な予想を有していない場合は、当該金額を金
融資産の帳簿価額から直接減額しております。
以後の期間において損失評価引当金の変動は、減損利得又は減損損失として純損益に認識しま
す。

②棚卸資産
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い額で認識しております。原価は、商品、
製品及び半製品については主として総平均法、原材料及び貯蔵品については主として移動平均法を
用いて算定しております。商品、製品及び半製品の取得原価は、原材料費、直接労務費、その他の
直接費及び関連する製造間接費（正常生産能力に基づいている）から構成されます。正味実現可能
価額は、通常の事業の過程における予想売価から関連する見積販売費を控除した額であります。
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③有形固定資産
建物及び構築物、機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品並びに土地は、主に製造・加工設備、
本店設備で構成されております。有形固定資産は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計
額を控除した価額で計上しております。取得原価には、当該資産の取得に直接関連する費用、解
体、除去及び設置していた場所の原状回復費用並びに資産計上すべき借入費用が含まれます。
取得後支出は、当該項目に関連する将来の経済的便益が当社グループに流入する可能性が高く、か
つ、その費用を合理的に見積ることができる場合には、当該資産の帳簿価額に含めるか又は適切な
場合には個別の資産として認識しております。取り替えられた部分についてはその帳簿価額の認識
を中止しております。その他の修繕及び維持費は、発生した会計期間の純損益として認識しており
ます。
土地は減価償却しておりません。他の資産の減価償却額は、各資産の取得原価を残存価額まで以下
の主な見積耐用年数にわたって定額法で配分することにより算定しております。

建物及び構築物　　　３年から50年
機械装置及び運搬具　２年から15年
工具、器具及び備品　２年から20年

有形固定資産の残存価額、耐用年数及び減価償却方法は各期末日に見直し、必要があれば修正して
おります。
処分に係る利得又は損失は、対価と帳簿価額を比較することで算定し、純損益として認識しており
ます。

④のれん及び無形資産
(ⅰ)のれん

のれんは、毎期減損テストを実施し、取得原価から減損損失累計額を控除した額が帳簿価額とな
ります。のれんの減損損失は戻入れを行いません。事業の売却による損益には、その事業に関連
するのれんの帳簿価額が含まれております。
のれんは企業結合から便益を受けることが期待される資金生成単位又は資金生成単位グループに
配分されます。

(ⅱ)商標権
個別に取得した商標権は、取得原価により表示しております。企業結合により取得した商標権
は、取得日の公正価値により認識しております。商標権については、耐用年数が確定できないも
のを除き一定の耐用年数を定め、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で
計上されます。償却額は、商標権の取得原価を主に20年から40年の見積耐用年数にわたって定
額法で配分することにより算定しております。

(ⅲ)ソフトウェア
ソフトウェアは、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した額を帳簿価額として認
識しております。
当社グループ独自のソフトウェアの設計及びテストに直接関連する開発費は、信頼性をもって測
定可能であり、技術的に実現可能であり、将来経済的便益を得られる可能性が高く、当社グルー
プが開発を完成させ、当該資産を使用する意図及びそのための十分な資源を有している場合にの
み無形資産として認識しております。
これらの要件を満たさないその他の開発費は、発生時に費用として認識しております。過去に費
用として認識された開発費は、その後の会計期間において資産として認識されることはありませ
ん。
ソフトウェアは、主として５年の見積耐用年数にわたり定額法により償却しております。
ソフトウェアの保守に関連する費用は、発生時に費用認識しております。
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(ⅳ)その他無形資産
その他無形資産は、取得原価に基づき認識しております。企業結合により取得し、のれんとは区
別して識別された無形資産の取得原価は企業結合日の公正価値で測定しております。その他無形
資産については一定の耐用年数を定め、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した
金額で計上されます。しかし、一部の無形資産（借地権等）は事業を継続する限り基本的に存続
するため、耐用年数が確定できないと判断し、償却しておりません。償却額は、各その他無形資
産の取得原価を見積耐用年数にわたって定額法で配分することにより算定しております。
無形資産の残存価額、耐用年数及び償却方法は各期末日に見直し、必要があれば修正しておりま
す。

⑤リース
(ⅰ)借手としてのリース

当社グループは、リースの開始日に使用権資産とリース負債を認識します。使用権資産は、取得
原価で当初測定しております。この取得原価は、リース負債の当初測定額に、開始日又はそれ以
前に支払ったリース料を調整し、発生した当初直接コストと原資産の解体及び除去、原資産又は
原資産の設置された敷地の原状回復の際に生じるコストの見積りを加え、受領済みのリース・イ
ンセンティブを控除して算定します。当社グループは、連結財政状態計算書において、使用権資
産を「有形固定資産」及び「無形資産」に、リース負債を「その他の金融負債」に含めて表示し
ております。
当初認識後、使用権資産は、開始日から使用権資産の耐用年数の終了時又はリース期間の終了時
のいずれか早い方の日まで、定額法により減価償却します。使用権資産の見積耐用年数は、自己
所有の有形固定資産と同様に決定します。さらに、使用権資産は、該当ある場合、減損損失によ
って減額され、特定のリース負債の再測定に際して調整されます。
リース負債は、開始日時点で支払われていないリース料をリースの計算利子率又は計算利子率を
容易に算定できない場合には当社グループの追加借入利子率で割り引いた現在価値で当初測定し
ております。通常、当社グループは割引率として追加借入利子率を用いております。
また、当社グループは、短期リース及び少額資産のリースにつき、認識の免除規定を適用してお
ります。

(ⅱ)貸手としてのリース
当社グループが貸手となるリースについては、リース契約時にそれぞれのリースをファイナン
ス・リース又はオペレーティング・リースに分類します。
それぞれのリースを分類するにあたり、当社グループは、原資産の所有に伴うリスクと経済価値
が実質的にすべて移転するか否かを総合的に評価しております。移転する場合はファイナンス・
リースに、そうでない場合はオペレーティング・リースに分類します。この評価の一環として、
当社グループは、リース期間が原資産の経済的耐用年数の大部分を占めているかなど、特定の指
標を検討します。
当社グループが中間の貸手である場合、ヘッドリースとサブリースは別個に会計処理します。サ
ブリースの分類は、原資産ではなくヘッドリースから生じる使用権資産を参照して判定します。
ヘッドリースが上記の免除規定を適用して会計処理する短期リースである場合、サブリースはオ
ペレーティング・リースとして分類します。当社グループは、連結財政状態計算書において、当
該サブリースに係る貸手のファイナンス・リースを「営業債権及びその他の債権」及び「その他
の非流動資産」に含めて表示しております。

⑥非金融資産の減損
のれん及び耐用年数が確定できない無形資産は償却の対象ではなく、毎期減損テストを実施してお
ります。その他の非金融資産は、事象の発生あるいは状況の変化により、その帳簿価額が回収でき
ない可能性を示す兆候がある場合に、減損について検討しております。資産の帳簿価額が回収可能
価額を超過する金額については減損損失を認識しております。回収可能価額とは、資産の処分コス
ト控除後の公正価値と、使用価値のいずれか高い金額であります。減損を評価するために、資産は
個別に識別可能なキャッシュ･フローが存在する最小単位（資金生成単位）に分けられます。のれ
んを除く減損損失を認識した非金融資産については、減損損失が戻入れとなる可能性について、各
期末日に再評価を行います。
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⑦引当金
当社グループは過去の事象の結果として現在の法的又は推定的債務を有しており、当該債務を決済
するために資源の流出が必要となる可能性が高く、その金額について信頼性をもって見積ることが
できる場合に引当金を認識しております。
同種の債務が多数ある場合、決済に要するであろう資源の流出の可能性は同種の債務全体を考慮し
て決定しております。同種の債務のうちある一つの項目について流出の可能性が低いとしても、引
当金は認識されます。
引当金は、現時点の貨幣の時間価値の市場評価と当該債務に特有なリスクを反映した税引前の割引
率を用いて、債務の決済に必要とされると見込まれる支出の現在価値として測定しております。時
の経過による引当金の増加は利息費用として認識しております。

⑧従業員給付
(ⅰ)退職後給付

グループ会社は、さまざまな年金制度を有しております。当社グループは確定給付制度を採用
し、一部の連結子会社において退職給付信託を設定しております。当該制度に加えて、一部の連
結子会社は確定拠出制度及び退職金前払制度を導入しております。
確定給付制度は、確定拠出制度以外の退職後給付制度であります。確定拠出制度は、雇用主が一
定額の掛金を他の独立した企業に拠出し、その拠出額以上の支払について法的又は推定的債務を
負わない退職後給付制度であります。
確定給付制度においては、制度ごとに、従業員が過年度及び当年度において提供したサービスの
対価として獲得した将来給付額を見積り、当該金額を割り引くことによって確定給付制度債務の
現在価値を算定しております。確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除した
金額を確定給付負債（資産）として認識しております。
確定給付制度債務は予測単位積増方式により算定しております。割引率は、将来の毎年度の給付
支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日時点の優良社債の市
場利回りに基づき決定しております。
制度への拠出金は、定期的な数理計算により算定し、通常、保険会社又は信託会社が管理する基
金へ支払を行っております。
計算の結果、当社グループにとって確定給付制度が積立超過である場合は、制度からの将来の払
戻額又は制度への将来拠出額の減額の形で享受可能な経済的便益の現在価値を限度として確定給
付資産を測定しております。経済的便益の現在価値の算定に際しては、当社グループの制度に対
して適用されている最低積立要件を考慮しております。経済的便益については、それが制度存続
期間内又は年金負債の決済時に実現可能である場合に、当社グループは当該経済的便益を享受す
ることが可能であるとしております。
当社グループは、確定給付制度から生じる確定給付負債（資産）の純額の再測定をその他の包括
利益に認識し、直ちに利益剰余金に振り替えております。
なお、確定拠出制度への拠出は、従業員がサービスを提供した期間に、従業員給付費用として純
損益で認識しております。

(ⅱ)短期従業員給付
短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で費用とし
て認識しております。賞与については、当社グループが従業員から過去に提供された労働の結果
として支払うべき現在の法的又は推定的債務を負っており、かつ、その金額を信頼性をもって見
積ることができる場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる額を負債として認識
しております。
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⑨収益
当社グループは、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

当社グループは、物品の販売については、通常は物品の引渡時点において顧客が当該物品に対する
支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該物品の引渡時点で収益を認
識しております。また、収益は、返品、リベート及び割引額を差し引いた純額で測定しております。
取引の対価は履行義務を充足してから主に１年以内に受領しているため、実務上の便法を使用し、
重要な金融要素の調整は行っておりません。
顧客に約束した財を移転する前に、当社グループがその財を支配している場合には本人として取引
を行っているものと考え、移転する特定された財と交換に権利を得ると見込んでいる取引の総額を
収益として認識しております。

⑩外貨換算
(ⅰ)機能通貨及び表示通貨

当社グループの各企業の財務諸表に含まれる項目は、その企業が業務を行う主要な経済環境にお
ける通貨（以下「機能通貨」といいます。）を用いて測定しております。連結計算書類は日本円
により表示されており、これは当社グループの表示通貨であります。

(ⅱ)取引及び取引残高
外貨建取引は、取引日の為替レートを用いて、機能通貨に換算しております。取引の決済から生
じる外国為替差額並びに外貨建の貨幣性資産及び負債を期末日の為替レートで換算することによ
って生じる外国為替差額は、純損益において認識しております。ただし、その他の包括利益を通
じて測定される金融資産及び適格キャッシュ･フロー･ヘッジ、在外営業活動体に対する純投資ヘ
ッジから生じる換算差額については、その他の包括利益として認識しております。

(ⅲ)在外営業活動体
表示通貨とは異なる機能通貨を使用しているすべての在外営業活動体の業績及び財政状態は、以
下の方法で表示通貨に換算しております。なお、在外営業活動体には、超インフレ経済の通貨を
使用している会社は存在しません。

⒜資産及び負債は、期末日現在の決算日レートで換算
⒝収益及び費用は、平均レートで換算（ただし、当該平均レートが取引日における換算レート

の累積的な影響の合理的な概算値とはいえない場合は除く。この場合は収益及び費用を取引
日レートで換算）

⒞結果として生じるすべての為替差額はその他の包括利益で認識し、その他の資本の構成要素
である在外営業活動体の換算差額に累積

在外営業活動体の部分的処分又は売却時には、その他の包括利益に認識された為替差額は売却に
伴う利得又は損失の一部分として純損益で認識しております。

⑪デリバティブ及びヘッジ会計
デリバティブはデリバティブ契約を締結した日の公正価値で当初認識を行い、当初認識後は期末日
ごとに公正価値で再測定を行っております。再測定の結果生じる利得又は損失の認識方法は、デリ
バティブがヘッジ手段として指定されているかどうか、また、ヘッジ手段として指定された場合に
はヘッジ対象の性質によって決まります。
当社グループは一部のデリバティブについてキャッシュ・フロー・ヘッジ（認識されている資産も
しくは負債に関連する特定のリスク又は可能性の非常に高い予定取引のヘッジ）のヘッジ手段とし
て指定を行っており、一部の外貨建借入金及び外貨建社債については、在外営業活動体に対する純
投資のヘッジ手段として指定を行っております。
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当社グループは、取引開始時に、ヘッジ手段とヘッジ対象との関係並びにこれらのヘッジ取引の実
施についてのリスク管理目的及び戦略について文書化しております。また、当社グループはヘッジ
開始時及び継続的に、ヘッジ取引に利用したデリバティブ又はデリバティブ以外のヘッジ手段がヘ
ッジ対象のキャッシュ･フロー又は在外営業活動体に対する純投資の為替の変動を相殺するために
有効であるかどうかについての評価も文書化しております。
ヘッジの有効性は継続的に評価しており、ヘッジ対象とヘッジ手段との間に経済的関係があるこ
と、信用リスクの影響が経済的関係から生じる価値変動に著しく優越するものではないこと並びに
ヘッジ関係のヘッジ比率が実際にヘッジしているヘッジ対象及びヘッジ手段の数量から生じる比率
と同じであることのすべてを満たす場合に有効と判定しております。
キャッシュ･フロー･ヘッジのヘッジ手段として指定され、かつ、その要件を満たすデリバティブの
公正価値の変動のうち有効部分は、その他の包括利益で認識しております。非有効部分に関する利
得又は損失は、直ちに純損益として認識しております。
その他の包括利益を通じて認識された利得又は損失の累積額は、ヘッジ対象から生じるキャッシ
ュ・フローが純損益に影響を与える期に純損益に振り替えております。しかし、ヘッジ対象である
予定取引が非金融資産（例えば、棚卸資産又は有形固定資産）の認識を生じさせるものである場合
には、それまでその他の包括利益に繰り延べていた利得又は損失を振り替え、当該資産の当初の取
得原価の測定に含めております。繰り延べていた金額は最終的には、棚卸資産の場合には売上原価
として、また、有形固定資産の場合には減価償却費として認識されます。
ヘッジ手段の失効又は売却等によりヘッジ会計の要件をもはや満たさなくなった場合には、将来に
向かってヘッジ会計の適用を中止しております。ヘッジされた将来キャッシュ・フローがまだ発生
すると見込まれる場合は、その他の包括利益に認識されている利得又は損失の累積額を引き続きそ
の他の包括利益累計額として認識しております。予定取引の発生がもはや見込まれなくなった場合
等は、その他の包括利益に認識していた利得又は損失の累積額を直ちに純損益に振り替えておりま
す。
在外営業活動体に対する純投資の為替変動リスクをヘッジする目的で保有するデリバティブ及び借
入金等のデリバティブ以外のヘッジ手段は、在外営業活動体に対する純投資のヘッジとして、為替
変動額をヘッジ効果が認められる範囲内でその他の包括利益として認識しております。デリバティ
ブ及びデリバティブ以外のヘッジ手段に係る為替変動額のうち、ヘッジの非有効部分及びヘッジ有
効性評価の対象外の部分については純損益として認識しております。
純投資ヘッジにより、その他の包括利益として認識した利得又は損失の累積額は、在外営業活動体
の処分時に純損益に振り替えております。

⑫グループ通算制度の適用
当社及び国内の100％出資子会社は、グループ通算制度を適用しております。

⑸会計方針の変更
（IAS第12号「法人所得税」）

国際的な税制改革－第２の柱モデルルール
2023年５月23日に公表された「国際的な税制改革－第２の柱モデルルール（IAS第12号の改
訂）」（以下、改訂IAS第12号）は、第２の柱モデルルールに関する税制から生じる税金につい
て、繰延税金の認識及び開示を不要とする一時的かつ強制的な例外規定を設けています。
当社グループは、改訂IAS第12号公表時より、IAS第８号「会計方針、会計上の見積りの変更及び
誤謬」に従って、当該例外規定を遡及して適用しております。
なお、改訂IAS第12号の適用は、当社グループの連結計算書類に重要な影響を与えるものではあり
ません。

単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金
当社グループは、当連結会計年度の期首よりIAS第12号「法人所得税」の改訂（単一の取引から生
じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理の明確化）を適用しています。
なお、改訂IAS第12号の適用は、当社グループの連結計算書類に重要な影響を与えるものではあり
ません。
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２．会計上の見積りに関する注記
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更による影響は、その
見積りを変更した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結
会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

（非金融資産の減損）
のれん及び耐用年数を確定できない無形資産の減損テスト
当年度において、各資金生成単位（資金生成単位グループ）に配分されたのれん及び耐用年数の確
定できない無形資産のうち、重要なものの帳簿価額は以下のとおりであります。

（オセアニアセグメント）
オセアニア事業に配分されたのれん1,358,310百万円であります。
回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値により測定しており、公正価値ヒエラルキーはレベ
ル３に分類しております。処分コスト控除後の公正価値は将来キャッシュ・フローを10.2％で割
り引いて算定しており、使用した割引率は、資金生成単位（資金生成単位グループ）の税引前の加
重平均資本コストを参考にして決定しております。
将来キャッシュ・フローは、過去の経験と外部の情報を反映して作成され、経営者により承認され
た５年以内の事業計画と事業計画が対象とする期間後は成長率2.5％を基礎としており、成長率
は、資金生成単位（資金生成単位グループ）が属する市場のインフレ率等を参考にして決定してお
ります。
当該見積りには、将来の売上収益の増加及び事業計画の対象期間後の成長率といった主要な仮定が
用いられておりますが、これらはオセアニアの事業環境や競業状況の変化等による影響を受けるた
め、高い不確実性を伴い、また、経営者の判断が当該見積りに重要な影響を与えます。

当年度において回収可能価額が帳簿価額を170,462百万円上回っておりますが、仮に割引率が
0.8％上昇した場合には、帳簿価額が回収可能価額を上回ることになります。

（欧州セグメント）
欧州（チェコ及びスロバキア）事業に配分されたのれん361,338百万円であります。
回収可能価額は、使用価値により測定しており、使用価値は将来キャッシュ・フローを6.7％で割
り引いて算定しております。使用した割引率は、資金生成単位（資金生成単位グループ）の税引前
の加重平均資本コストを参考にして決定しております。
将来キャッシュ・フローは、過去の経験と外部の情報を反映して作成され、経営者により承認され
た５年以内の事業計画と事業計画が対象とする期間後は成長率2.0％を基礎としており、成長率
は、資金生成単位（資金生成単位グループ）が属する市場のインフレ率等を参考にして決定してお
ります。

当年度において回収可能価額が帳簿価額を243,827百万円上回っておりますが、仮に割引率が
1.5％上昇した場合には、帳簿価額が回収可能価額を上回ることになります。

欧州（インターナショナル）事業に配分されたのれん113,145百万円であります。
回収可能価額は、使用価値により測定しており、使用価値は将来キャッシュ・フローを8.1％で割
り引いて算定しております。使用した割引率は、資金生成単位（資金生成単位グループ）の税引前
の加重平均資本コストを参考にして決定しております。
将来キャッシュ・フローは、過去の経験と外部の情報を反映して作成され、経営者により承認され
た５年以内の事業計画と事業計画が対象とする期間後は成長率2.0％を基礎としており、成長率
は、資金生成単位（資金生成単位グループ）が属する市場のインフレ率等を参考にして決定してお
ります。
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有形固定資産 345百万円
現金及び現金同等物 68百万円

⑵有形固定資産の減価償却累計額 1,236,599百万円
⑶資産から直接控除した引当金

営業債権及びその他の債権 11,399百万円
その他の金融資産 626百万円

⑷偶発債務
保証債務 2,825百万円

当該見積りには、将来の売上収益の増加や、事業計画の対象期間後の成長率といった主要な仮定が
用いられておりますが、これらは、輸出先の各地域における事業環境や競業状況の変化等による影
響を受けるため、高い不確実性を伴い、また、経営者の判断が当該見積りに重要な影響を与えま
す。

当年度において回収可能価額が帳簿価額を20,930百万円上回っておりますが、仮に割引率が0.6％
上昇した場合には、帳簿価額が回収可能価額を上回ることになります。

３．連結財政状態計算書に関する注記
⑴担保資産及び担保付債務

次の資産を借入金1,964百万円の担保に供しております。
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普通株式 507,003,362株

配当金の総額 29,395百万円
１株当たり配当額 58円
基準日 2022年12月31日
効力発生日 2023年３月29日

配当金の総額 28,381百万円
１株当たり配当額 56円
基準日 2023年６月30日
効力発生日 2023年９月１日

配当の原資 利益剰余金
配当金の総額 32,942百万円
１株当たり配当額 65円
基準日 2023年12月31日
効力発生日 2024年３月27日

４．連結持分変動計算書に関する注記
⑴当連結会計年度末日における発行済株式の総数

⑵当連結会計年度中に行った剰余金の配当
①2023年３月28日開催の第99回定時株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額には、株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株
式に対する配当金７百万円が含まれております。
②2023年８月９日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額には、株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株
式に対する配当金７百万円が含まれております。

⑶当連結会計年度末日後に行う剰余金の配当
2024年３月26日開催予定の第100回定時株主総会において、次の議案が提出されます。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額には、株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株
式に対する配当金８百万円が含まれております。
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５．金融商品に関する注記
⑴金融商品の状況に関する事項

①資本管理
資本管理における当社グループの目的は、株主へのリターンの提供、他の利害関係者への便益の供
与並びに資本コスト削減に向けた最適な資本構成の維持のために、継続企業として存続するための
グループの能力を維持することにあります。
資本構成を維持又は調整するために、当社グループは、株主に対して支払う配当の金額の調整、株
主に対する資本の償還、新株発行又は債務を削減するための資産の売却を行うことがあります。
当社グループは資本負債比率に基づいて資本をモニタリングしております。この比率は正味負債額
を資本で除することで算出されます。正味負債額は有利子負債から現金及び現金同等物を差し引い
て算出されます。資本は連結財政状態計算書に示される資本（親会社の所有者に帰属する持分）と
しております。

②リスク管理
当社グループの活動は、市場リスク（為替リスク、価格リスク及び金利リスクを含む）、信用リス
ク及び流動性リスクなどのさまざまな財務リスクに晒されております。当社グループのリスク管理
方針は、金融市場の予測不能性に特化し、当社グループの財務業績に与える潜在的に不利な影響を
最小限に抑えることを目的としております。当社グループは一定のリスク・エクスポージャーをヘ
ッジするためにデリバティブ取引を利用しております。
当社及び主要な連結子会社は、事業環境の変化に応じ資金調達コストとリスク分散の観点から直接
金融と間接金融又は短期と長期のバランスに配慮し、コマーシャル・ペーパーや金融機関からの借
入、社債発行等により必要な資金を調達しております。当社グループでは、資金を効率的に活用す
るために当社及び主要な連結子会社はキャッシュマネジメントシステムを導入し、連結有利子負債
の削減を図っております。この結果、当社において一時的に余剰資金が発生する場合には、安全性
の高い金融商品に限定して運用を行っております。
なお、当社グループは、為替リスク、原材料及びエネルギー等の価格リスク及び金利リスクを回避
する手段として、また、資金調達コストの削減手段として、外貨建資産・負債、社債・借入金の取
引残高及び予定される取引金額の範囲でデリバティブ取引を利用しております。
デリバティブ取引は、原則として高い格付けを有する金融機関に限定して行っております。
当社では、社内規定に基づき財務部門がデリバティブ取引の実行及び管理を担当しております。
個々のデリバティブ取引の契約は、当社の権限基準に基づき承認決裁され、契約が締結されます。
また、財務部門では、デリバティブ取引の内容、残高等の状況を把握し、随時財務部門の長及び財
務担当役員に報告しております。
連結子会社においても、グループ権限基準に基づき契約の締結がなされており、当社は連結子会社
からの定期的な報告に基づき、状況を把握しております。
(ⅰ)市場リスク

⒜為替リスク
当社グループは、国際的に事業活動を行っており、米ドル、ユーロ、チェココルナ及び豪ド
ルを中心とした為替リスクに晒されております。為替リスクは将来の仕入、販売、資金調達
及び返済などの予定取引又はすでに認識されている資産及び負債から発生します。
当社グループは、為替リスクを回避する目的で、為替予約及び通貨スワップを利用しており
ます。ヘッジ会計の要件を満たす取引については、ヘッジ会計を適用しております。ヘッジ
手段を指定する際は、通貨スワップの通貨ベーシス・スプレッド及び為替予約の先渡部分に
ついてはヘッジコストとして区分して会計処理し、その他の資本の構成要素の独立項目であ
るヘッジコストに計上しております。
外貨建債権及び債務等は為替レートの変動によるリスクを有しておりますが、このリスクは
為替予約等と相殺されるため影響は限定的であります。
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⒝価格リスク
当社グループは、連結財政状態計算書上、公正価値で測定される区分に分類された投資を保
有しているため、資本性金融商品の価格リスクに晒されております。資本性金融商品への投
資から生じる価格リスクを管理するため、当社グループは、定期的に公正価値や発行体の財
務状況等を把握するとともに、保有状況を継続的に見直しております。
なお、当社グループでは、短期トレーディング目的で保有する資本性金融商品はなく、これ
らの投資を活発に行うことは想定しておりません。
また、当社グループの製品の製造に使用する主要な原材料及びエネルギー等の価格は、天
候、自然災害、経済環境等によって変動するため、当社グループは原材料及びエネルギー等
の価格リスクに晒されております。当社グループは、これらの原材料等の価格変動リスクを
回避するために主に商品スワップ取引及び仮想電力購入契約（VPPA：Virtual Power 
Purchase Agreement）を行っております。当社グループが利用している商品スワップ取
引は、商品の市場価格の変動によるリスクを有しておりますが、当社グループが有する当該
商品の買入債務に係る商品の市場価格の変動によるリスクと相殺されるため、価格リスクは
限定的であります。VPPAは、電力の市場価格の変動によるリスクを有しておりますが、製
品の製造に利用する電力の市場価格の変動によるリスクと相殺されるため、価格リスクは限
定的であります。

⒞金利リスク
当社グループは、変動金利による資金調達を行っており、金利リスクに晒されております。
金利リスクは主に長期借入金から発生します。
当社グループは、金利リスクを回避する目的で、金利を実質的に固定化する金利スワップを
利用しております。また、ヘッジ会計の要件を満たす取引については、ヘッジ会計を適用し
ております。

(ⅱ)信用リスク
当社グループは、営業債権（受取手形及び売掛金）、その他の債権（未収入金）及びその他の
金融資産（営業貸付金等）について、信用リスクに晒されております。
当社グループは、経理規程に基づき、営業債権及び営業貸付金について、主要な取引先の状況
を定期的にモニタリングするとともに、取引先ごとの期日管理と残高管理を日常的に行ってお
ります。また、当社グループは不良債権の発生とその回収状況を把握して対応しております。
デリバティブ取引の実施にあたっては、信用リスクを軽減するため、原則として高い格付けを
有する金融機関に限定して取引を行っております。
当社グループでは、信用リスク特性に基づき債権等を区分して損失評価引当金を算定しており
ます。
営業債権については、常に全期間の予想信用損失と同額で損失評価引当金を認識しておりま
す。営業債権以外の債権等については、原則として12か月の予想信用損失と同額で損失評価
引当金を認識しておりますが、弁済期日を経過した場合等には、信用リスクが当初認識時点よ
り著しく増加したものとして、全期間の予想信用損失と同額で損失評価引当金を認識しており
ます。
損失評価引当金の金額は、以下のように算定しております。

・営業債権
単純化したアプローチに基づき、債権等を相手先の信用リスク特性に応じて区分し、その
区分に応じて算定した過去の信用損失の実績率に将来の経済状況等の予測を加味した引当
率を乗じて算定しております。

・営業債権以外の債権等
原則的なアプローチに基づき、信用リスクが著しく増加していると判定されていない債権
等については、同種の資産の過去の信用損失の実績率に将来の経済状況等の予測を加味し
た引当率を帳簿価額に乗じて算定しております。信用リスクが著しく増加していると判定
された資産及び信用減損金融資産については、見積将来キャッシュ・フローを当該資産の
当初の実効金利で割り引いた現在価値の額と、帳簿価額との間の差額をもって算定してお
ります。
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帳　簿　価　額 公　正　価　値
長期貸付金 2,559 2,446
長期借入金 153,638 153,746
社債 1,233,312 1,203,626

(ⅲ)流動性リスク
当社グループは、借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債により資金を調達しております
が、資金調達環境の悪化などにより支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒
されております。
当社及び主要な連結子会社は、キャッシュマネジメントシステムを導入していることから、当
該システム参加会社の流動性リスクの管理は当社が行っております。
当社は、グループ各社からの報告に基づき資金繰り計画を作成し、適時に更新しております。
資金需要に関する継続的な見通しをモニタリングするとともに、契約上の借入限度枠の未使用
部分に常に十分な余裕を維持し、あらゆる借入契約が限度額や制限条項（該当する場合）に抵
触しないようにしております。かかる予測では、当社グループの借入融資計画、制限条項の遵
守、内部的な財政状態計算書比率目標の遵守のほか、該当する場合には通貨規制など適用され
うる外部の規制要件や法定要件について考慮しております。
当社及び主要な連結子会社が運転資本管理に必要な残高を超えて保有する剰余金は、キャッシ
ュマネジメントシステムによりグループレベルで管理しております。当社グループは、上記予
測で決定された十分な余裕をもたらすために、適切な満期や流動性のある金融商品を選択し、
当座預金、定期預金、短期金融市場預金及び市場性のある有価証券などに投資しております。

⑵金融商品の公正価値等に関する事項
当社グループは、公正価値測定において入手可能な限り市場の観察可能なデータを用いております。
公正価値測定はインプットのレベル区分に基づき以下のいずれかに分類されます。
レベル１：活発な市場における無調整の同一資産・負債の市場価格のインプット
レベル２：レベル１で使用された市場価格以外の、直接又は間接的に観察可能な価格で構成されたイ

ンプット
レベル３：観察可能な市場データに基づかないインプット
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化の日に認識してお
ります。

公正価値で測定されていない金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。
(単位：百万円)

上記には１年内回収、１年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品及びリース負債は上表には含めて
おりません。
長期貸付金の公正価値については、元利金の受取見込額を新規に同様の貸付を行った場合に想
定される利率で割り引いた現在価値により算定する方法によっております。
長期借入金の公正価値については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定さ
れる利率で割り引いた現在価値により算定する方法によっております。
社債の公正価値については、市場価格のあるものは市場価格を公正価値としております。
なお、上記の公正価値測定のうち、社債はレベル２、その他のものはレベル３に分類しており
ます。レベル２の社債は、日本証券業協会等の売買参考統計値を用いて公正価値を見積ってお
ります。レベル３の金融商品の公正価値は、契約上のキャッシュ・フローを市場利率で割り引
いて測定しており、帳簿価額との差額は、市場利率と契約利率との差によるものであります。
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連結注記表

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
金融資産

ヘッジに指定された
デリバティブ資産 － 17,149 3,329 20,479
ヘッジに指定されない
デリバティブ資産 － 3,299 － 3,299

株式 90,198 52 34,446 124,696
その他 － 1,620 20 1,640

金融資産合計 90,198 22,122 37,796 150,116
金融負債

ヘッジに指定された
デリバティブ負債 － 4,567 1,810 6,377
ヘッジに指定されない
デリバティブ負債 － 1,611 1,553 3,165

条件付対価 － － 12,183 12,183
金融負債合計 － 6,178 15,547 21,726

以下の表は公正価値で測定した当社グループの金融資産及び金融負債を示したものであります。
(単位：百万円)

当年度において、公正価値ヒエラルキーのレベル１とレベル２の間の重要な振替はありませ
ん。

活発な市場で取引される金融商品の公正価値は、期末日現在の市場相場価格に基づいております。
これらの金融商品はレベル１に分類されます。当社グループにおいてレベル１に含まれる金融商品
は、主に、活発な市場のある資本性金融商品であります。
活発な市場で取引されていない金融商品（例えば、金利スワップや為替予約）の公正価値は、評価
技法を用いて測定されます。この評価技法では、入手可能な場合は観察可能な市場データを最大限
に利用し、企業独自の見積りには可能な限り依存しておりません。デリバティブの金融商品の評価
は、主に取引金融機関から提示された価格等を基礎として算定しています。ある金融商品の公正価
値測定に求められるすべての重要なインプットが観察可能な場合、当該金融商品はレベル２に分類
されます。
一つ又は複数の重要なインプットが観察可能な市場データに基づくものではない場合、その金融商
品（例えば、活発な市場のない資本性金融商品やVPPA）はレベル３に分類されます。これらの金
融商品の評価は合理的に入手可能なインプットや多くの市場参加者が合理的だとして採用している
インプット等によって、主に類似会社比較法及び割引キャッシュ・フロー法で評価しております。
また、条件付対価は将来の業績等を考慮し、支払額を見込んで算定しております。
レベル３に分類される金融商品の公正価値算定に用いた観察可能でないインプットのうち主なもの
は、資本性金融商品の類似会社比較法における株価純資産倍率（0.9倍から1.7倍の範囲に分布）及
び、仮想電力購入契約の割引キャッシュ・フロー法における予想電力購入量（各契約の予想電力購
入量は66～512GWhの範囲に分布）であります。資本性金融商品の公正価値は、株価純資産倍率
が増加（減少）した場合、公正価値の見積りが増加（減少）し、仮想電力購入契約の公正価値は、
市場価格が当初想定より上昇しており、かつ、予想電力購入量が増加（減少）した場合、通常、公
正価値の見積りが増加（減少）します。
当社グループでは、公正価値測定（レベル３を含む）の変動についてインプット等の要因別に分析
を行っております。公正価値測定の結果及びその算定プロセス（外部に評価を依頼した場合にはそ
の評価結果の検証内容を含む）並びに公正価値変動の要因分析結果について、財務担当役員に報告
し、財務担当役員はその内容について検討の上、必要に応じて取締役会に報告を行っております。
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連結注記表

酒類
製造・販売

飲料
製造・販売

食品、薬品
製造・販売 その他 セグメント間

売上収益の消去 合計

日本 800,178 374,899 122,673 65,098 △9,656 1,353,194
欧州 688,725 － － － △1,088 687,637
オセアニア 492,229 159,925 － － △2,641 649,513
東南アジア － 57,806 － － △602 57,204
その他 14,945 2,582 － 4,013 － 21,542
連結合計 1,996,079 595,214 122,673 69,112 △13,988 2,769,091

⑴１株当たり親会社の所有者に帰属する持分 4,856円22銭
⑵基本的１株当たり利益 323円82銭

６．収益認識に関する注記
⑴収益の分解

売上収益の分解とセグメント収益との関連
当社グループは、「日本」、「欧州」、「オセアニア」、「東南アジア」の報告セグメントについ
て、財・サービスの種類に応じて、「酒類製造・販売」、「飲料製造・販売」、「食品、薬品製造・
販売」、「その他」の区分に分解しております。
「その他」の区分に、「日本」では物流事業、外食事業他を含んでおります。

(単位：百万円)

⑵残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法
を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対
価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

７．１株当たり情報に関する注記

８．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

９．その他の注記
記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

科　　目 当　期
(2023年12月31日現在)

前　期 (ご参考)
(2022年12月31日現在)

資　産　の　部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金 10,103 5,524
短 期 貸 付 金 55,071 134,454
前 払 費 用 1,030 550
未 収 入 金 13,565 22,639
未 収 還 付 法 人 税 等 － ０
そ の 他 489 127

流 動 資 産 合 計 80,260 163,297
固 定 資 産

有 形 固 定 資 産
建 物 14,905 15,269
構 築 物 329 357
機 械 及 び 装 置 2 4
車 輌 運 搬 具 0 0
工 具 器 具 備 品 607 493
土 地 15,037 15,037
リ ー ス 資 産 19 28
建 設 仮 勘 定 19 0

有 形 固 定 資 産 合 計 30,921 31,191
無 形 固 定 資 産
施 設 利 用 権 27 27
商 標 権 5,077 6,045
ソ フ ト ウ ェ ア 976 1,116
そ の 他 2 3

無 形 固 定 資 産 合 計 6,083 7,191
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券 8,425 6,656
関 係 会 社 株 式 2,692,570 2,689,543
関 係 会 社 出 資 金 4,519 4,519
繰 延 税 金 資 産 44,737 33,166
そ の 他 553 518
貸 倒 引 当 金 △160 △167

投資その他の資産合計 2,750,646 2,734,237
固 定 資 産 合 計 2,787,651 2,772,620
資 産 合 計 2,867,911 2,935,917
　

科　　目 当　期
(2023年12月31日現在)

前　期 (ご参考)
(2022年12月31日現在)

負　債　の　部
流 動 負 債

短 期 借 入 金 44,420 154,088
コマーシャル・ペーパー 19,000 110,000
１年内償還予定の社債 321,398 100,000
リ ー ス 債 務 10 10
未 払 金 2,859 3,500
未 払 費 用 12,172 6,054
預 り 金 221,744 132,011
賞 与 引 当 金 311 223
役 員 賞 与 引 当 金 308 288
そ の 他 1,853 6,479

流 動 負 債 合 計 624,078 512,656
固 定 負 債

社 債 898,244 1,022,714
長 期 借 入 金 108,980 103,400
リ ー ス 債 務 10 20
そ の 他 1,067 1,090

固 定 負 債 合 計 1,008,303 1,127,225
負 債 合 計 1,632,381 1,639,882

純　資　産　の　部
株 主 資 本

資 本 金 220,216 220,216
資 本 剰 余 金 194,511 194,511
資 本 準 備 金 87,977 87,977
そ の 他 資 本 剰 余 金 106,534 106,533

利 益 剰 余 金 886,969 913,748
そ の 他 利 益 剰 余 金 886,969 913,748
別 途 積 立 金 195,000 195,000
繰 越 利 益 剰 余 金 691,969 718,748

自 己 株 式 △1,190 △1,178
株 主 資 本 合 計 1,300,506 1,327,297
評 価 ・ 換 算 差 額 等

その他有価証券評価差額金 3,270 2,094
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △68,246 △33,356

評価・換算差額等合計 △64,976 △31,262
純 資 産 合 計 1,235,530 1,296,035
負 債 純 資 産 合 計 2,867,911 2,935,917
　

計算書類≪日本基準により作成≫
貸借対照表

(単位：百万円)
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損益計算書

科　　目 （2023年 1 月 1 日から
2023年12月31日まで）

当　期

　 （2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで）
前　期（ご参考）

　
営 業 収 益 65,258 172,189

グ ル ー プ 運 営 収 入 等 33,443 30,326

不 動 産 賃 貸 収 入 1,894 1,829

関 係 会 社 受 取 配 当 金 29,920 140,033

営 業 費 用 25,996 22,225

営 業 利 益 39,262 149,963

営 業 外 収 益 5,799 5,697

受 取 利 息 及 び 配 当 金 3,656 583

為 替 差 益 2,062 1,150

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 － 3,757

そ の 他 80 205

営 業 外 費 用 13,813 7,189

支 払 利 息 12,002 6,683

社 債 発 行 費 634 268

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 5 －

そ の 他 1,170 237

経 常 利 益 31,248 148,471

特 別 利 益 141 75

投 資 有 価 証 券 売 却 益 141 11

そ の 他 － 63

特 別 損 失 71 1,291

固 定 資 産 除 売 却 損 71 147

投 資 有 価 証 券 売 却 損 － 1,030

事 業 構 造 改 善 費 用 － 113

税 引 前 当 期 純 利 益 31,318 147,254

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 415 42

法 人 税 等 調 整 額 △95 442

当 期 純 利 益 30,998 146,769

損益計算書
(単位：百万円)
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2023年１月１日から2023年12月31日まで）

区　　分

株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 220,216 87,977 106,533 194,511 195,000 718,748 913,748

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △57,776 △57,776

当 期 純 利 益 30,998 30,998

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 0 0

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － 0 0 － △26,778 △26,778

当 期 末 残 高 220,216 87,977 106,534 194,511 195,000 691,969 886,969

区　　分

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △1,178 1,327,297 2,094 △33,356 △31,262 1,296,035

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △57,776 △57,776

当 期 純 利 益 30,998 30,998

自 己 株 式 の 取 得 △25 △25 △25

自 己 株 式 の 処 分 13 13 13

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 1,175 △34,890 △33,714 △33,714

当 期 変 動 額 合 計 △12 △26,791 1,175 △34,890 △33,714 △60,505

当 期 末 残 高 △1,190 1,300,506 3,270 △68,246 △64,976 1,235,530

(単位：百万円)
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個別注記表

有形固定資産（リース資産を除く）…定額法を採用しております。
なお、耐用年数につきましては、法人税法に規定する方法と同一
の基準によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）…定額法を採用しております。
なお、耐用年数につきましては、法人税法に規定する方法と同一
の基準によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）につきましては、社内にお
ける利用可能期間（５年）に基づき、また、商標権につきまして
は、主として20年の定額法により償却しております。

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式……移動平均法に基づく原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの……時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)

市場価格のない株式等…………移動平均法に基づく原価法
⑵デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法
⑶固定資産の減価償却の方法

リース資産…………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につきま
しては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を
採用しております。

⑷引当金の計上基準
貸倒引当金…………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金…………………………従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度
に対応する見積額を計上しております。

役員賞与引当金……………………役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度に
対応する見積額を計上しております。

⑸ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジによって行うこととしております。
なお、為替予約及び通貨スワップにつきましては、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理
を行っております。また、金利スワップにつきましては、特例処理の要件を満たしている場合には
特例処理を行っております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………………………為替予約、金利スワップ、通貨スワップ、外貨建社債
ヘッジ対象………………………外貨建予定取引、外貨建貸付金、借入金利息、外貨建社債、在外子

会社への投資
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個別注記表

③ヘッジ方針
デリバティブは、為替相場変動や金利変動のリスク回避、資金調達コストの削減を目的として利用
しており、実需に基づかない投機目的の取引及びレバレッジ効果の高いデリバティブは行わない方
針であります。

④ヘッジの有効性の評価
ヘッジの有効性につきましては、ヘッジ手段とヘッジ対象について、相場変動額をヘッジ期間全体
にわたり比較し、評価しております。
なお、振当処理及び特例処理を採用しているものにつきましては、その判定をもってヘッジの有効
性の判定に代えております。

⑹収益及び費用の計上基準
当社は、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

当社は、主に、当社グループの経営方針、経営戦略、経営資源配分方針を策定し、子会社に対しそれ
らの実施のために必要な指導等を行うとともに、当社グループの総合的なブランド価値及び総合力を
高めるための諸施策を実施しています。経営指導及び当社グループのブランド価値や総合力に依拠し
た便益を子会社に提供すること等を履行義務として識別しております。当該履行義務は顧客に対し契
約に基づくサービスを提供することにより充足されるため、サービスを提供する期間にわたり収益を
認識しています。
また、当該対価は１年以内に回収しており、重要な金融要素や変動対価は含んでおりません。

⑺その他計算書類作成のための重要な事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

２．会計方針の変更に関する注記
⑴時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。
以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適
用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
方針を将来にわたって適用することとしました。
これによる、計算書類に与える影響はありません。
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個別注記表

３．会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。
当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書類に
重要な影響を及ぼすリスクが有る項目は以下のとおりです。

⑴市場価格のない関係会社株式の評価
①当事業年度の貸借対照表に計上した金額

関係会社株式2,692,570百万円が計上されております。これには、Asahi Holdings（Australia) 
Pty Ltd株式1,340,416百万円が含まれております。

②会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
市場価格のない関係会社株式は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低
下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、評価損を認識して
おります。
また、一部の関係会社株式は、超過収益力を反映して実質価額を算定しており、Asahi Holdings 
(Australia) Pty Ltd株式の評価にあたっては、オセアニア事業の超過収益力等を反映して実質価額
を算定しております。
この超過収益力の評価に関連して、連結計算書類上、当該のれんについて、年次の減損テストが行
われております。詳細については、「連結注記表 ２．会計上の見積りに関する注記（非金融資産
の減損）」をご参照ください。
上記の結果、当事業年度末において、同社の超過収益力等を反映した実質価額が著しく低下してい
る状況にはないことから、評価損は認識しておりません。
なお、Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd株式の実質価額の見積りにおける主要な仮定は、連結
計算書類の作成における減損テストに用いる回収可能価額の見積りの仮定と同一であります「連結
注記表 ２．会計上の見積りに関する注記（非金融資産の減損）」。
これらの仮定の見直しが必要となった場合、翌事業年度において、評価損が生じる可能性がありま
す。
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個別注記表

⑴有形固定資産の減価償却累計額 30,121百万円

保証債務 9,072百万円

短期金銭債権 68,586百万円
短期金銭債務 226,614百万円

営業収益 65,024百万円
営業費用 8,184百万円
営業取引以外の取引高 6,607百万円

株 式 の 種 類 当 期 首 株 式 数 当期増加株式数 当期減少株式数 当 期 末 株 式 数
普通株式 322,338株 4,850株 3,085株 324,103株

単元未満株式の買取請求による増加 4,850株

単元未満株式の買増請求による減少 122株
退職役員への株式報酬支給による減少 2,963株

４．貸借対照表に関する注記

⑵偶発債務
銀行借入及び営業債務等に対する保証債務

⑶関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く）

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

６．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項

(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。

減少数の内訳は、次のとおりであります。

当期末の自己株式には、株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保有する当
社株式132,505株を含んでおります。
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組織再編に伴う関係会社株式 19,727百万円
子会社株式評価損否認 32,082百万円
子会社出資金評価損否認 4,558百万円
繰延譲渡損 746百万円
繰延ヘッジ損失 28,103百万円
その他 1,664百万円
繰延税金資産小計 86,880百万円
評価性引当額 △35,723百万円

繰延税金資産合計 51,157百万円
(繰延税金負債)

連結法人間譲渡益繰延 △5,026百万円
その他有価証券評価差額金 △1,372百万円
その他 △20百万円

繰延税金負債合計 △6,418百万円

繰延税金資産の純額 44,737百万円

法定実効税率 30.62％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.12％
評価性引当額 0.50％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △27.87％
税額控除 △4.28％
その他 1.93％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.02％

７．税効果会計に関する注記
⑴繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

⑵法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

(調整)

⑶法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。
これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通
算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月
12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。
また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変
更による影響はないものとみなしております。
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子会社及び関連会社等 (単位：百万円)

種 類 会 社 の 名 称 議決権等の所有
( 被 所 有 ) 割 合

関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

子会社 ア サ ヒ グ ル ー プ
ジ ャ パ ン 株 式 会 社

所有
直接100% 役員の兼任

営 業 収 益  ( 注 １ ) 7,373 未収入金 2,199

資金の貸付 (注2) △80,454 短期貸付金 43,633

子会社 アサヒビール株式会社 所有
間接100％ 役員の兼任 営 業 収 益  ( 注 １ ) 14,870 未収入金 6,080

子会社 Asahi Europe and 
Internat iona l  L td

所有
直接100％ 役員の兼任

営 業 収 益  ( 注 １ ) 13,477 未収入金 492

資金の預り (注３) 73,147 預り金 161,283

利息の支払 (注３) 4,843 未払費用 509

子会社 A s a h i  H o l d i n g s 
(Australia) Pty Ltd

所有
直接100％ 役員の兼任

営 業 収 益  ( 注 １ ) 20,838 未収入金 1,014

資金の預り (注３) 14,546 預り金 55,672

子会社
アサヒクオリティーア
ンドイノベーションズ
株 式 会 社

所有
直接100％ 役員の兼任 研究業務の委託等 (注４) 6,921 未払費用 2,090

⑴１株当たり純資産額 2,438円49銭
⑵１株当たり当期純利益 61円18銭

８．関連当事者との取引に関する注記

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１) 営業収益については、経営の管理・指導等をするために一定の合理的な基準に基づき決定しております。
(注２) 貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

なお、取引金額につきましては、当事業年度における純増減額を記載しております。
(注３) 預り金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

なお、取引金額につきましては、当事業年度における純増減額を記載しております。
(注４) 研究業務の委託等の金額については、一定の合理的な基準に基づき決定しております。

９．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「⑹収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで
あります。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

12．その他の注記
記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類に係る会計監査報告

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 小　倉　加奈子業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 谷　　　尋　史業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 森　田　真佐宏業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2024年２月８日

アサヒグループホールディングス株式会社
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、アサヒグループホールディング
ス株式会社の2023年１月１日から2023年12月31日までの第100期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査
に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び
内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

34



2024/02/14 19:11:26 / 23061988_アサヒグループホールディングス株式会社_招集通知

計算書類に係る会計監査報告

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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「社外取締役及び社外監査役の独立性の基準」について

（ご参考）「社外取締役及び社外監査役の独立性の基準」について

　当社は、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という。）の独立性を客観的に判断するた
め、以下のとおり社外役員の独立性の基準を定め、社外役員が以下のいずれかの項目に該当する場合
には、当社にとって十分な独立性を有していないとみなす。

１. 当社及び当社の子会社（以下、総称して「当社グループ」という。）の業務執行者※１又は過去に
おいて業務執行者であった者

２. 当社グループを主要な取引先とする者※２（当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行
者）

３. 当社グループの主要な取引先である者※３（当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行
者）

４. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※４を得ているコンサルタント、公認会
計士等の会計専門家又は弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体で
ある場合は、当該団体に所属する者）

５. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
６. 当社グループの主要株主※５（当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者）
７. 当社グループが主要株主である法人の業務執行者
８. 社外役員の相互就任の関係※６にある他の会社の業務執行者
９. 当社グループから多額の寄附※７を受けている者（当該寄附を受けている者が法人、組合等の団体

である場合には、当該団体の業務執行者）
10. 上記第１項から第９項までのいずれかに該当する者（第１項を除き、重要な者※８に限る。）の近
親者※９

11. 過去10年間において、上記第２項から第10項までのいずれかに該当していた者
12. 当社が定める社外役員としての在任年数※10を超える者
13. 前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由

が認められる者

※１ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみなら
ず使用人を含むが、監査役は含まれない。

※２ 当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における取引額が、当該事業年度における当該取引
先グループの連結売上高の２％以上の者をいう。

※３ 当社グループの主要な取引先である者とは、直近事業年度における取引額が、当社の連結売上収益の２％以上
の者又は直近事業年度末における当社の連結資産合計の２％以上の額を当社グループに融資している者をい
う。

※４ 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金銭その他の財
産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度にお
ける総収入額の２％以上の金銭その他の財産上の利益をいう。）。

※５ 主要株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又は保有する法人をいう。
※６ 社外役員の相互就任の関係とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会
社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。

※７ 多額の寄附とは、直近事業年度における、年間1,000万円以上の寄附をいう。
※８ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く。）、執行役、執行役員及び部長職以上の業務執行者並びに監査法
人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、弁護士法人又は法律事務所に所属する者のうち弁護士、財
団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員及び理事等の役員、その他同等の重要性
を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

※９ 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
※10当社が定める社外役員としての在任年数とは、取締役は10年、監査役は12年をいう。

以　上
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